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国
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関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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三 

現
在
看
護
婦
免
許
保
持
者
は
約
十
万
人
で
、
そ
の
内
実
働
看
護
婦
数
は
約
八
万
八
百
人
で
あ
り
ま
す
。 

一 

既
得
権
者
で
甲
種
看
護
婦
国
家
試
験
を
受
験
し
な
か
つ
た
者
又
は
受
験
し
て
も
合
格
し
な
か
つ
た
者
の
資
格
は
従
来
と

な
ん
等
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
「
看
護
婦
」
の
名
称
で
甲
種
看
護
婦
と
同
一
の
看
護
業
務
が
で
き
る
の

で
あ
り
ま
し
て
、
乙
種
看
護
婦
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

二 

甲
種
看
護
婦
の
職
務
内
容
は
、
傷
病
者
若
し
く
は
じ
よ
く
婦
に
対
し
單
独
で
療
養
上
の
世
話
を
し
た
り
、
又
医
師
が
診

断
、
治
療
を
致
し
ま
す
と
き
そ
の
補
助
を
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
乙
種
看
護
婦
の
職
務
内
容
は
医
師
、
歯
科
医
師
又

は
甲
種
看
護
婦
の
指
示
を
受
け
て
、
急
性
且
つ
重
症
で
な
い
傷
病
者
又
は
じ
よ
く
婦
に
対
し
療
養
上
の
世
話
を
し
た
り
、

又
医
師
が
診
断
、
治
療
を
す
る
と
き
の
補
助
を
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

、
、

、
、

待
遇
の
相
違
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在
甲
種
看
護
婦
も
乙
種
看
護
婦
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
明
確
に
お
答
え
で
き
ま
せ
ん

が
、
若
干
の
相
違
は
で
き
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

衆
議
院
議
員
苅
田
ア
サ
ノ
提
出
甲
種
看
護
婦
国
家
試
験
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 
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、 

三 

 



四 
受
験
手
数
料
は
、
厚
生
省
の
予
算
に
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
国
家
試
験
に
要
す
る
経
費
は
受
験
手
数
料
に
よ
つ
て
賄
う
と

い
う
方
針
で
あ
り
ま
す
の
で
、
昭
和
二
十
五
年
度
の
予
想
受
験
者
は
一
万
人
と
し
て
手
数
料
も
計
上
致
し
ま
し
た
が
、
受

験
者
が
こ
れ
以
上
増
加
す
る
と
い
う
予
想
が
つ
き
ま
す
な
ら
ば
、
下
げ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

五 

看
護
婦
の
再
教
育
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
を
三
つ
に
分
け
て
や
つ
て
お
り
ま
す
。
昭
和
二
十
五
年
度
の
計
画
と
致
し

ま
し
て
は
、 

2 

幹
部
看
護
婦
講
習
会
（
厚
生
省
主
催
） 

1 

看
護
婦
養
成
所
專
任
教
員
講
習
会
（
厚
生
省
主
催
） 

看
護
婦
養
成
所
の
專
任
教
員
で
あ
る
看
護
婦
を
各
都
道
府
県
知
事
を
通
じ
て
推
薦
し
て
貰
い
、
中
央
に
お
い
て
一
回

の
講
習
に
五
十
名
ず
つ
四
箇
月
間
、
年
二
回
実
施
致
す
予
定
で
あ
り
ま
す
。 

全
国
を
八
地
区
に
分
け
て
、
そ
の
地
区
内
の
病
院
に
勤
務
す
る
看
護
婦
の
う
ち
指
導
的
地
位
に
あ
る
看
護
婦
を
地
区

ご
と
に
集
め
、
三
箇
月
間
再
教
育
致
し
ま
す
。
一
箇
所
の
講
習
人
員
は
五
十
人
で
あ
り
ま
す
。 

四 

 



 

五 

3 
一
般
看
護
婦
講
習
会
（
都
道
府
県
主
催
） 

各
都
道
府
県
内
に
勤
務
す
る
看
護
婦
を
一
箇
月
間
再
教
育
す
る
た
め
そ
の
経
費
の
一
部
を
国
庫
補
助
と
致
し
ま
す
。 

右
答
弁
す
る
。 
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